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「電池の仕分けと袋詰め」課題の実施方法 
 

本編で説明した「電池の仕分けと袋詰め」課題を利用した行動観察の方法について紹介

します。 
 
１１  目目的的   

訓練生の「困っていることや作業のやりにくさ」を解決するために作業を通して職員

が訓練生の「気になる行動や動作」を観察し、「背景にある要因」を推測し、その対応法

を検討する力を身に付ける。 
 
２２  使使用用教教材材   

訓練生１名当たりの作業に必要な教材は次のとおりです。 
No 品名 仕様 数量 

１ 乾電池 単２～５ 各４セット※ 

２ ボタン電池 ボタン電池大、ボタン電池小 各８個 

３ ビニール袋 大、中、小 各５枚 

４ ストップウォッチ  １台 

５ ビニール袋選択のルール  １枚※※ 

６ 付せん 大きめのもの １個 

※単２～単５電池は、２本を１セットとして数えます。 
※※本資料の最終ページに添付しています。 

 
３３  作作業業前前のの準準備備  
（（１１））  教教材材のの配配置置   

机の上に次のように電池、ビニール袋、ストップウォッチ、「ビニール袋選択のル

ール」の用紙及び付せんを配置します。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

（（２２））  行行動動観観察察のの記記録録用用紙紙のの配配布布   
行動観察の記録用紙として、資料２の「行動観察記録票」を観察する職員の人数分

準備し、各職員に配布します。 
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４４  作作業業のの進進めめ方方   
（（１１））電電池池のの仕仕分分けけとと袋袋詰詰めめのの作作業業ににつついいててのの説説明明  

職員から訓練生に、次のように作業の進め方を説明します。 
【説明内容】 

・今から電池の仕分けと袋詰めの作業の進め方を説明します。 
・袋詰めする電池の種類とセット数または個数を口頭で指示しますので、指示さ

れた電池を集めてください。 
・次に別紙の「ビニール袋選択のルール」に従ってビニール袋を選択し詰めます。 

このときに袋の口のチャックは開いたままにしてください。 
・袋詰めが終了したら「終了しました。」と報告してください。 
・４回続けて作業を指示しますので、袋は机の上に左から順番に置いてくださ

い。 
・この４回分の作業時間をストップウォッチで計測してください。 
・例えば、「１回目 単３電池を１セット取り出し袋に詰めて、終わったら報告

してください。」と言いますので、ストップウォッチのスタートボタンを押し

て、時間計測を開始してください。 
・指示された単３電池を１セット取り出します。 
・次に「ビニール袋選択のルール」の『電池の種別』の欄を見ると、この場合は

『単３～５のみの場合』で『合計本数』は『１セット』になりますので、『袋

の種類』は『小』となります。」ので、取り出した単３電池１セットを『小』

のビニール袋に入れます。このとき袋の口のチャックは開いたままにしてくだ

さい。 
・以上の作業が終了したら「終了しました。」と報告してください。 
・終了の報告を受けたら、次の作業指示をします。 
・４回の仕分け、袋詰め作業を連続して行ってもらいます。 
・袋は机の上に左から順番に置いてください。 
・４回目の作業が終了したら、ストップウォッチのストップボタンを押して、終

了の報告と一緒に所要時間を報告してください。 
・以上が作業の説明になりますが、ご質問はありますか？ 
・作業途中でも質問をしてかまいません。 
 

ビニール袋選択のルール 
電池の種別 合計本数（個数） 袋の種類 

単３～５のみの場合 １セット 小 
２～３セット 中 
４セット以上 大 

ボタン電池のみの場合 ２個以下 小 
３～５個 中 
６個以上 大 

単３～５、ボタン電池が混合の場合 電池２セット以下 中 
電池３セット以上 大 

単２を含む場合 大 
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（（２２））作作業業のの指指示示   
次の指示書に従って、４回の作業を連続して指示します。 

 
作業 No.６ 袋詰めする電池 

１ 単３を１セット 

２ 単４を１セット、単５を１セット 

３ 単２を１セット、単４を１セット 

４ ボタン電池小を２個 

    

作業 No.７ 袋詰めする電池 

１ 単４を１セット、単５を１セット 

２ 単２を１セット、ボタン電池大を１個 

３ ボタン電池大を１個、ボタン電池小を２個 

４ 単２を１セット、単５を１セット 

  

作業 No.８ 袋詰めする電池 

１ 単２を１セット、ボタン電池大を１個 

２ 単３を１セット、単５を１セット 

３ 単４を１セット、単５を１セット 

４ 単３を１セット、ボタン電池大を１個 

  

作業 No.９ 袋詰めする電池 

１ 単５を２セット 

２ ボタン電池大を２個、ボタン電池小を２個 

３ 単２を１セット、ボタン電池小を２個 

４ 単３を１セット、単４を１セット 

    

作業 No.１０ 袋詰めする電池 

１ 単３を 1 セット、ボタン電池小を１個 

２ 単２を 1 セット、ボタン電池小を１個 

３ 単４を 1 セット、ボタン電池大を１個 

４ 単４を 1 セット,単５を 1 セット,ボタン電池大を１個 
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（（３３））行行動動観観察察   
職員は、訓練生の作業の様子を観察し、「気になる行動や動作」を資料２の「行動

観察記録票」の『気になる行動や動作』欄に記録します。 
 

（（４４））作作業業結結果果のの確確認認   
４回の作業が終了したら、職員は訓練生から報告を受けた作業時間を資料２の「行

動観察記録票」の『所要時間』欄に記入した後、電池を袋から取り出し作業結果を確

認し「行動観察記録票」の『結果』欄に記入して、もとに戻します。 
 
５５  考考察察   

訓練生の「気になる行動や動作」について職員間で情報を共有し、その「背景にあ

る要因」を考察し、対応法の案を検討します。各職員は次のように行動観察記録票に

観察結果を記入することで、効率的に考察を進めることができます。 
行動観察結果の記入例として、資料３－１「行動観察記録票・記入例（訓練生

Ａ）」、資料３－２「行動観察記録票・記入例（訓練生Ｂ）」を添付しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６６  訓訓練練生生ととのの振振りり返返りり   
作業結果をもとにして、訓練生と振り返りをし、訓練生の作業に関する感想等か

ら、訓練生自身が「困っていることや作業のやりにくさ」を理解しているか、職員が

推測した「背景にある要因」どおりであったかを確認し、訓練生の「困っていること

や作業のやりにくさ」に対する対応法を一緒に検討していきます。 
次の点に留意して振り返りを行うと有効です。 
・事実に基づいて相談する。 
・最初はできている点、良かった点から話を始める。 
・対応法は職員が指導するのではなく、訓練生が自己決定できるように気付きを促

す。   
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ビニール袋選択のルール 

電池の種別 合計本数（個数） 袋の種類 

単３～５のみの場合 １セット 小 

２～３セット 中 

４セット以上 大 

ボタン電池のみの場合 ２個以下 小 

３～５個 中 

６個以上 大 

単３～５、ボタン電池

が混合の場合 

電池２セット以下 中 

電池３セット以上 大 

単２を含む場合 大 

 
 

 
 



 資料２  
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 資料３-１  
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 資料３－２  
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障害者職業能力開発校における導入訓練を伴う普通課程の普通

職業訓練の実施について  
 

 

 

 

改 正  平 成 1 6年 3月 17日  能 能 発 0317002号  

標 記 の 件 に つ い て は 、 昭 和 58年 2月 16日 付 け 訓 発 第 3 5号 「 身 体 障 害 者 職 業 訓 練 校 に お け る 普 通 訓 練

課 程 の 養 成 訓 練 の 実 施 に つ い て 」 （ 以 下 「 通 達 」 と い う 。 ） を も っ て 通 知 さ れ た と こ ろ で あ る が 、

当 該 通 達 に よ り 設 定 さ れ た 「 身 体 障 害 者 職 業 訓 練 校 に お け る 導 入 訓 練 を 伴 う 普 通 訓 練 課 程 の 養 成 訓

練 実 施 要 領 」 （ 以 下 「 実 施 要 領 」 と い う 。 ） の 運 用 に 当 た っ て は 、 通 達 及 び 下 記 事 項 に 御 留 意 の

上 、 遺 憾 な き よ う 御 配 意 願 い た い 。  

 

記  

 
1  実 施 要 領 を 設 定 し た 趣 旨 に つ い て  

障 害 者 に 対 す る 職 業 訓 練 は 、可 能 な 限 り 一 般 の 職 業 能 力 開 発 校 に お い て 行 う べ き で あ る が 、健 常 者

と と も に 訓 練 を 受 け る こ と が 困 難 な 者 に 対 し て は 、障 害 者 職 業 能 力 開 発 校（ 以 下「 障 害 者 校 」と い う 。）

に お い て 行 う こ と と し て い る 。  

ま た 、公 共 職 業 訓 練 校 に お い て 普 通 課 程 の 普 通 職 業 訓 練 を 実 施 す る 場 合 は 、汎 用 性 の あ る 基 礎 的 技

能 ・ 知 識 を 付 与 す る た め 、 職 業 訓 練 法 施 行 規 則 （ 昭 和 44年 労 働 省 令 第 24号 、 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ）

第 4条 に 定 め る 訓 練 基 準 の 弾 力 的 運 用 は 行 わ な い こ と を 原 則 と し て い る（ 昭 和 53年 10月 1日 付 け 訓 発 第

210号「 職 業 訓 練 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に つ い て 」記 2． 1． 1． (1 )．② ．イ 参 照 ）が 、身 障 訓

練 校 に お い て は 、身 体 的 事 情 等 を 配 慮 す る 必 要 性 が あ る 場 合 に つ い て 、当 該 基 準 を 弾 力 的 に 運 用 し て

き た と こ ろ で あ る 。  

し か し な が ら 、最 近 の 身 障 訓 練 校 に お け る 訓 練 生 の 障 害 の 重 度 化 及 び 多 様 化 の 進 展 を 背 景 と し て 訓

練 生 の 個 々 の 障 害 の 特 性 に 応 じ て 訓 練 職 種 、教 科 、訓 練 期 間 そ の 他 の 訓 練 内 容 に 関 し 、よ り き め 細 か

な 配 慮 を 加 え て 訓 練 を 実 施 す る 必 要 性 が 生 じ て き た 。  

こ の た め 、規 則 第 13条 の 改 正 を 行 い 、個 々 の 身 体 障 害 者 等 の 特 性 に 即 応 し た 効 果 的 な 訓 練 を で き る

よ う に 、 実 施 要 領 を 設 定 し た も の で あ る こ と 。  

 

2  導 入 訓 練 に つ い て  

( 1 )  導 入 訓 練 は 、訓 練 生 に 対 し て 身 障 訓 練 校 に お け る 訓 練 生 活 へ の 適 応 の 促 進 を 図 る と と も に 、訓

練 科 又 は 訓 練 分 野 並 び に 教 科 、訓 練 時 間 、訓 練 期 間 及 び 訓 練 カ リ キ ュ ラ ム（ 以 下「 訓 練 内 容 」と

い う 。 ） を 決 定 す る こ と を 目 的 と す る 訓 練 で あ り 、 入 校 当 初 に 行 う も の で あ る こ と 。  

( 2 )  導 入 訓 練 を 実 施 す る こ と の 適 否 は 、実 施 要 領 １ に 基 づ き 決 定 す る も の で あ る が 、こ の 決 定 に 当

た っ て は 職 業 安 定 機 関 の 行 う 職 業 能 力 評 価 結 果 、身 障 訓 練 校 の 行 う 入 校 選 考 結 果 等 を 十 分 勘 案 し

て 行 う こ と 。  

昭 和 58年 2月 16日 指 発 第 4号  
各 都 道 府 県 職 業 訓 練 主 管 部 長  
雇 用 促 進 事 業 団 職 業 訓 練 部 長  
身 体 障 害 者 雇 用 促 進 協 会 総 務 部 長 あ て  労 働 省 職 業 訓 練 局 指 導 課 長 通 達  
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(3 )  導 入 訓 練 の 内 容 は 、 上 記 ( 1 )の 目 的 に 従 っ て 適 切 な 内 容 と す る た め 、 実 施 要 領 １ ( 1 )又 は ( 3 )と 認

め ら れ る 者 に 対 し て は 、 2以 上 の 訓 練 科 に 係 る 内 容 と し 、 実 施 要 領 1 (2 )と 認 め ら れ る 者 に 対 し て

は 、当 該 訓 練 生 に 対 し 最 適 と 判 断 さ れ た 訓 練 科 に 係 る 内 容 と す る こ と 。こ の 際 、次 の 事 項 に 配 慮

す る こ と 。  

イ  当 該 身 障 訓 練 校 に お け る 施 設 設 備 等 の 実 情  

口  職 業 安 定 機 関 に よ る 職 業 能 力 評 価 結 果 等 か ら 判 断 さ れ る 障 害 の 特 性  

( 4 )  導 入 訓 練 の 結 果 、当 該 訓 練 生 に 係 る 訓 練 内 容 を 定 め る 場 合 は 、当 該 訓 練 を 担 当 し た 指 導 員 の 意

見 等 を 参 考 と し て 、 当 該 訓 練 生 に 最 も 適 し た も の と す る こ と 。  

な お 、導 入 訓 練 を 担 当 し た 指 導 員 の 意 見 等 は 、当 該 身 障 訓 練 校 の 訓 練 主 管 課 長 等 に お い て 集 約

す る こ と 。  

( 5 )  導 入 訓 練 は 、 3月 以 内 で 実 施 さ れ る も の で あ る が 、 当 該 訓 練 の 実 施 に よ り 訓 練 生 の 訓 練 内 容 が

決 定 し た と き は 、そ の 時 点 で 導 入 訓 練 を 終 了 し 、決 定 さ れ た 訓 練 内 容 に 基 づ き 訓 練 を 実 施 す る こ

と 。  

 

3  訓 練 分 野 の 定 め 方 に つ い て  

訓 練 分 野 は 、身 障 訓 練 校 が 各 々 の 訓 練 生 に 対 し て 行 う 訓 練 の 対 象 と な る 技 能 を 勘 案 し て 、次 の 例 を 参

考 に 定 め る こ と 。  

（ 例 ）  

訓  練  分  野  訓 練 の 対 象 と な る 技 能  

和 服 生 地 の 裁 断 訓 練 分 野  和 服 生 地 の 裁 断 に お け る 技 能  

旋 盤 加 工 仕 上 げ 訓 練 分 野  
旋 盤 を 操 作 し て 金 属 の 切 削 加 工 、 仕 上

げ 、 組 立 て に お け る 技 能  

本 縫 い ミ シ ン 縫 製 訓 練 分

野  

本 縫 い ミ シ ン に よ る 男 子 服 、 婦 人 服 、 下

着 等 の 縫 製 に お け る 技 能  

た だ し 、訓 練 の 対 象 と な る 技 能 、訓 練 カ リ キ ュ ラ ム 等 を 総 合 的 に 判 断 し た 結 果 、主 た る 技 能 の 範 囲

が 次 に 掲 げ る 職 種 （ 昭 和 5 0年 3月 26日 付 け 労 働 省 告 示 第 24号 「 雇 用 対 策 法 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ き 労

働 大 臣 が 定 め る 職 種 を 定 め る 告 示 」参 照 ）に 該 当 す る 場 合 は 、訓 練 分 野 の 前 に 当 該 職 種 名 を 付 し た も

の （ 例  鋳 造 訓 練 分 野 ） を 、 当 該 訓 練 分 野 の 名 称 と す る こ と 。  

（ 職  種 ）  

鋳 造 、 板 金 、 製 罐 、 金 属 プ レ ス 、 溶 接 、 め っ き 、 電 気 工 事 、 ブ ロ ッ ク 建 築 、 配 管 、 左 官 、 建 設 機 械 運

転 、 塗 装  

 

4  修 了 証 書 に つ い て  

( 1 )  訓 練 生 が 訓 練 分 野 に 係 る 訓 練 を 受 け た 場 合 で あ っ て も 、訓 練 修 了 時 に お い て 規 則 別 表 第 ３ に 定

め ら れ た 訓 練 科 ご と に 定 め ら れ て い る 基 準 に よ る 訓 練（ 以 下「 規 則 別 表 3に 基 づ く 訓 練 」と い う 。）

と 同 等 と 認 め ら れ る 訓 練 を 受 講 し た と き は 、規 則 第 25条 の 規 定 及 び 昭 和 50年 4月 19日 付 け 訓 発 第

100号「 職 業 訓 練 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 の 施 行 に つ い て 」記 ．第 1．5 (3 )に 掲 げ る 要 件

に 基 づ き 、 当 該 訓 練 科 の 名 称 を 記 載 し た 修 了 証 書 を 交 付 す る こ と 。  

ま た 、 技 能 検 定 の 受 検 資 格 及 び そ の 他 の 資 格 に 関 連 す る 場 合 は 、 関 連 す る 通 達 等 を 参 照 の う え

当 該 資 格 に 価 す る 技 能 を 修 得 し た と 認 め ら れ る 者 で あ る か 否 か を 審 査 の う え 修 了 証 書 を 交 付 す
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る こ と 。  

な お 、「 同 等 と 認 め ら れ る 訓 練 を 受 講 し た 者 」と は 、導 入 訓 練 に 基 づ き 訓 練 分 野 に 係 る 訓 練 を

受 講 し た 者 で あ っ て 訓 練 実 施 中 に お い て 教 科 、訓 練 時 間 又 は 訓 練 期 間（ 記 5． (3 )に よ る 。）の 変

更（ 第 2次 職 業 訓 練 受 講 指 示 等 で 決 定 さ れ た 訓 練 分 野 の 主 な 技 能 の 範 囲 は 変 更 し な い こ と 。）に

よ り 、訓 練 修 了 時 に は 、規 則 別 表 第 3に 定 め る 訓 練 基 準 の 要 件 を 満 た す 訓 練 を 受 講 し た も の と 身

障 訓 練 校 長 が 認 め た 者 を い う （ 実 施 要 領 4． (1 )及 び 5に お け る 場 合 も 同 じ 。 ） 。  

( 2 )  訓 練 生 が 訓 練 分 野 に 係 る 訓 練 を 受 講 し た 場 合 の 修 了 証 書 に つ い て は 、別 添 1の 様 式「 修 了 証 書 」

（ 省 略 ） を 参 考 と さ れ た い こ と 。  

な お 、当 該 訓 練 生 の 修 得 し た 技 能 の 程 度 が 修 了 に 値 す る と 認 め ら れ な い 場 合 は 、当 該 修 了 証 書

に 代 え て 、 適 宜 訓 練 の 履 修 内 容 を 明 記 し た 証 明 を 行 う こ と が で き る こ と 。  

5  公 共 職 業 安 定 所 と の 連 携 に つ い て  

身 障 訓 練 校 長 は 、公 共 職 業 安 定 所 長（ 以 下「 安 定 所 長 」と い う 。）の 行 う 職 業 訓 練 受 講 指 示 等 と の

間 に そ ご を き た さ な い よ う に す る た め 、 安 定 所 長 と 次 に よ り 緊 密 な 連 携 を 保 つ こ と 。  

( 1 )  訓 練 受 講 希 望 者 に 対 し 、 規 則 第 4条 に 定 め る 普 通 課 程 の 普 通 職 業 訓 練 を 行 う こ と の 適 否 及 び 実

施 要 領 に 基 づ く 導 入 訓 練 を 行 う こ と の 適 否 の 決 定 に 当 た っ て は 、事 前 に 安 定 所 長 と 十 分 協 議 す る

と と も に 、 導 入 訓 練 を 行 う こ と が 適 切 と 判 断 し た 場 合 は 、 安 定 所 長 へ 通 知 す る 。  

( 2 )  身 障 訓 練 校 長 は 、導 入 訓 練 の 実 施 の 結 果 、個 々 の 訓 練 生 に 適 し た 訓 練 科 又 は 訓 練 分 野 等 を 決 定

し た と き は 、 そ の 旨 安 定 所 長 に 通 知 す る 。  

な お 、安 定 所 長 に 通 知 す る に 当 た っ て は 、導 入 訓 練 の 実 施 の 結 果 が 判 明 次 第 速 や か に 行 い 、導 入

訓 練 実 施 後 の 訓 練 が 引 き 続 き 行 わ れ る よ う に 配 慮 す る こ と 。  

( 3 )  身 障 訓 練 校 長 は 、導 入 訓 練 実 施 後 の 訓 練（ 訓 練 分 野 で 指 示 等 さ れ た 者 に 限 る 。）の 終 了 時 に お

い て 、訓 練 生 の 身 体 的 事 情 、労 働 市 場 の 状 況 、技 能 修 得 の 状 況 等 を 総 合 的 に 勘 案 し て 、止 む を 得

ず 訓 練 期 間 の 変 更 が 必 要 で あ る と 判 断 し た 場 合 は 、速 や か に 安 定 所 長 と 協 議 し 、そ の 結 果 に 応 じ

て 必 要 な 措 置 を 行 う こ と 。  

( 4 )  障 害 者 職 業 能 力 開 発 校 に お け る 導 入 訓 練 を 伴 う 普 通 課 程 の 普 通 職 業 訓 練 実 施 要 領 に 基 づ き 障

害 者 に 対 し 行 わ れ る 職 業 訓 練 の 受 講 推 薦 に つ い て は 、職 業 訓 練 受 講 指 示 要 領 中 の 6．障 害 者 職 業 能

力 開 発 校 に お い て 行 わ れ る 導 入 訓 練 を 伴 う 職 業 訓 練 の 受 講 指 示 に 準 じ て 行 う も の と す る 。  

  


